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 厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会 
 

厚生労働省は、12 月 15 日の中央社会保

険医療協議会総会で、2022 年 4 月からス

タートする不妊治療の保険適用範囲を示した。 

医療技術に関しては、日本生殖医学会の

「生殖医療ガイドライン」で推奨度 A、B が

保険適用される。体外受精、顕微授精、胚培

養、胚凍結保存、胚移植などが該当するが、

これらとセットで実施されることの多い「推

奨度 C」の技術は適用外となる。また、女性

は 43 歳未満が対象となることも決まった。 

 

■体外受精の費用は１回平均５０万円 

不妊治療は、妊娠しやすいタイミングを医

師が指導する「タイミング法」からスタート

し、精子を洗浄・濃縮して子宮内に注入する

「人工授精」、体内から取り出した卵子を体

外で精子と受精させる「体外受精」へとス

テップアップしていくのが一般的だ（ステッ

プアップが非効率だとする考え方もある）。 

「体外受精」も、通常は卵子に精子を振り

かけるのみだが、「顕微授精」は顕微鏡下で

細いガラス管を用いて直接卵子に精子を注入

する。さらに、受精後の胚を培養させる「胚

培養」、余った胚を凍結保存する「胚凍結保

存」、受精卵を子宮に戻す「胚移植」といっ

た治療もある。 

問題は、治療が高度化するごとに費用も多

額になっていくことだ。「タイミング法」は

1 回数千円から 1 万円程度だが、人工授精は

1 回 1～数万円、そして体外受精は厚労省が

3 月に公表した調査結果によれば 1 回平均

50 万円。何回も治療を受ければ当然金銭的

な負担も重くなることから、菅義偉前首相が

少子化対策として保険適用を打ち出したとい

うわけだ。すでに今年 1 月から覚寿された助

成制度が実施されているが、来年 3 月で終了

予定のため、その内容が踏襲される形となる。 

なお、保険適用が見送られた「推奨度 C」

の治療には、正常に発育する胚とそうでない

胚を観察する「タイムラプス」や、子宮内膜

を少しひっかくことで妊娠率の上昇を促す

「子宮内膜スクラッチ」などがある。 

また、受精卵の染色体に異常がないか調べ

る「着床前検査」は「命の選別につながりか

ねない」として検討が先送りされた。 

 

■４０歳未満は１子につき６回まで適用 

保険適用の対象となるのは、「不妊症と診

断された特定の男女」。「不妊症」の日本産

科婦人科学会が定義した「生殖年齢の男女が

妊娠を希望し、ある期間避妊すること無く性

交渉をおこなっているのにもかかわらず、妊

娠の成立を見ない場合を不妊といい、妊娠を

希望し医学的治療を必要とする場合」にのっ

とっている。 

年齢は女性が治療開始時点で 43 歳未満ま

で。回数は 40 歳未満の場合 1 子につき 6

回まで、40 歳以上 43 歳未満は 1 子につき

3 回までで、「患者の申告・誓約に基づき対

応する」とされた。 

年齢・回数の制限を設けることについては

賛否もあるが、金額のハードルが大きく下が

ることによって不妊治療を受ける人が急増す

るのは間違いなさそうだ。 
  

不妊治療の保険適用範囲が固まる 
学会の「推奨度Ｃ」は適用外に 
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 厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会 
 

厚生労働省は、12 月 10 日の中央社会保

険医療協議会総会で、「医療資源の少ない地

域」における診療報酬の要件緩和をさらに広

げていく考えを示した。人手不足が理由で届

出ができない加算があるのを根拠に挙げてい

る。2020 年度診療報酬改定で、対象地域を

見直して事実上の拡充を実施したうえ、医師

に関係する要件を緩和したがあまり効果がな

かったことが背景にある。診療側・支払側の

双方とも方針には了承の意を示したものの、

人口減少社会において、人手不足は地域限定

の課題ではなくなっていくのが確定的なため、

抜本的な解決につながるかは疑問符がつく。 

 

■医師のみならず事務作業補助者も不足 

人手不足を理由に算定できない加算の代表

的なものとして、厚労省が示したのが「入退

院支援加算」だ。「入退院支援加算 1」は一

般病棟入院基本料が算定されている場合

600 点、療養病棟入院基本料の場合は

1,200 点（いずれも退院時 1 回）。 

経営上、非常に魅力的な加算であることは

間違いないが、令和 2 年度入院医療等の調査」

によれば、入退院支援加算の届出を行ってい

るのは 4 割にとどまっている。入退院支援部

門は 9 割の医療機関が設置していることを踏

まえると、要件が満たせないことが理由であ

ることは明白だ。実際、届出が困難な理由と

して「専従の看護師を配置できない」「社会

福祉士の人員不足」などが挙げられている。 

このほかにも、厚労省が実施した「医療資

源の少ない地域」の医療機関へのヒアリング

調査によれば、医師を含む人材の確保が困難

であるため処置および手術の休日加算 1、時

間外加算 1、深夜加算 1 などが算定できない

ほか、遠隔画像診断や保険医療機関間の連携

による病理診断では「担当医がいない」との

声も出ている。医師事務作業補助者について

も、医師の負担軽減には不可欠だとの認識が

定着している一方で、「医師事務作業補助体

制加算」（15 対 1 で加算 1 が 970 点、加

算 2 が 910 点）の算定はできていないとこ

ろが多い。人材の確保をするには「現在の加

算点数では足りない」との声もある。 

 

■オンライン診療の活用もなかなか進まない 

医療資源の少ない地域では、オンライン診

療の活用も有効と考えられるが、「小児科で

は利用しているが、高齢者は対応できていな

い」といった理由で算定できていないところ

も多いようだ。中には「光回線などのインフ

ラが整っていない」との声もあるなど、診療

報酬だけではカバーできない問題もある。 

 前述したように、今や人口減少社会に突入

しており、早晩、人手不足は地域限定の話で

はなくなってくるだろう。そうなれば、いく

ら診療報酬の要件を緩和しても医療の質を担

保できず、コロナ禍で一時的に起こったのと

は本質的に異なる本格的な「医療崩壊」が起

こるおそれも十分にある。医療提供体制の見

直しは随時行われているが、危機感をさらに

強めて対応していく必要があるのではないか。 
  

「医療資源の少ない地域」の要件緩和へ 
人手不足で届出困難な加算が多いため 
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厚生労働省は 12 月 8 日、健康・医療・介護情報利活用検討会・健診等情報利活用ワーキン

ググループ・民間利活用作業班（主査＝山本隆一・医療情報システム開発センター理事長）の

会合を開き、以下などについて議論した。 
 

▼民間 PHR（Personal Health Record）サービスの現状と課題に係る調査等 

▼民間 PHR 事業者団体の設立に向けた調整状況 

▼個人情報保護法改正を踏まえた基本的指針の見直し 

 

この日厚労省は、あらためて「データヘルス改革に関する工程表」を示したうえで、総務省

の「民間 PHR サービスの現状と課題に係る調査」として、民間 PHR 事業者を対象としたア

ンケート調査と、民間 PHR 事業者と医師を対象としたヒアリングを実施する考えを示した。 

アンケートは、民間 PHR 事業者の実態把握を目的として今年 12 月に実施。調査対象とな

る 300 社に対し、以下などの質問を聞く。調査は当面の間、定点的に実施する予定とした。 
 

▼民間 PHR 事業者が提供するサービスの概況（サービスの内容、取得する情報、情報の入手方法、

利用技術等） 

▼基本的指針の認知度および遵守状況    ▼ビジネスモデル    ▼事業者が認識する課題 

 

またヒアリングについては、来夏を目途に設立予定の民間 PHR サービス事業者団体での検

討等に役立てることを目的として、今年 12 月から来年 1 月にかけて実施する予定で、以下な

どについて、機器メーカ、プラットフォーマー、アプリ事業者等の民間 PHR 事業者 20 社を

対象に実施する。 

併せて、PHR・ライフログへの知見を有する医師（約 20 人）に対しても同様のヒアリング

を実施する。 
 

▼PHR の保存および管理        ▼相互運用性の確保        ▼データ標準化 

 

●事業者との意見交換会を報告 

この日は、経済産業省ヘルスケア産業課から、民間 PHR 事業者団体の設立に向けた調整状

況として、11 月 24 日に開かれた「PHR 推進に向けた事業者意見交換会」について報告され

た。同意見交換会では、以下などを論点とした。 
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週刊医療情報（20２１年１２月１７日号）の全文は、当事務所のホームページよりご確認ください。 

 

❶ポータビリティ・標準化 ❷リコメンデーションについてのガイドライン ❸第三者認証の仕組み 

 

参加企業からは、以下などの意見が出されたとした。 
 

▼PHR で何を実現していくのか団体としての大義やゴールを明確にすべき 

▼電子お薬手帳で標準化をした際の議論を参考に進めるとよいのではないか 

▼研究での利用については高い精度が重要になるが、どこで折り合いをつけていくかが課題 

▼疾患を持たない人を対象とするのか疾患を持つ人を対象とするのかで論点が異なる 

 

参加企業は以下の通り。 
 

▼エーザイ株式会社【製薬】           ▼株式会社エムティーアイ【健康管理アプリ】 

▼オムロン株式会社【医療・健康機器】      ▼シミックホールディングス【お薬手帳】 

▼SOMPO ホールディングス株式会社【保険・介護・特定保健指導】 

▼日本電信電話株式会社（NTT）【通信】     ▼株式会社 MICIN【オンライン診療】 

 
 

 

 

 
 
 

日本医師会（日医、中川俊男会長）は 12 月 10 日、TKC 医業経営指標に基づく経営動態

分析の結果を公表した。分析は、2020 年 4 月から 21 年 3 月までの間に決算月をむかえた

医療機関の、前年度（20 年度）および前々年度（19 年度）を対象としている。 

一般病院の医業利益率（補助金は除く）は、19 年度の 2.5%が 20 年度は 1.0%と、1.5 ポ

イント減少した。経常利益率は 3.3%から 3.1%と、0.2 ポイントの微減だった。診療所は、

法人と個人、有床と無床の別なく医業利益率が低下。経常利益率でも、個人の有床診でほぼ横

ばいだった以外は低下した。法人の無床診療所では医業利益率が 2.6 ポイント減の 2.3%、経

常利益率は 2.0 ポイント減の 3.8%だった。診療所を診療科別にみると、小児科と耳鼻咽喉科

で、19 年度には黒字だった経常利益率が赤字に転じた。 

その他の診療科も軒並み経常利益率は低下している。給与費については、従事者給与等は

0.4～1.5%増加している一方、役員報酬は 0.5～3.1%減少していた。 

こうした結果について日医は、「今後、新型コロナウイルス感染症関連の補助金が縮小され

た後、たちまち医療機関経営がほころびかねない状況にあり、政府が収入の引き上げを決定さ

れた看護職員等以外の処遇改善の余裕はない。安全・安心な医療提供体制を持続、向上させる

ために診療報酬財源によるさらなる下支えが必要だ」などとしている。 
 

  

診療報酬財源による下支え必要 
～TKC医業経営指標に基づく経営動態分析より 
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 厚生労働省 ２０２１年９月１７日公表 
 

 
  

１日平均患者数（人） 対前月増減（人） 

令和 3 年６月 令和 3 年５月 令和 3 年４月 令和 3 年６月 令和 3 年５月 

病院       

 在院患者数       

  総数 1 131 535 1 128 836 1 151 297 2 699 △  22 461 

   精神病床  271 014  269 794  270 615 1 220 △     821 

   感染症病床  6 278  10 470  6 777 △  4 192 3 693 

   結核病床  1 117  1 178  1 156 △     61  22 

   療養病床  245 106  244 330  247 160  776 △   2 830 

   一般病床  608 020  603 064  625 590 4 956 △  22 526 

 外来患者数 1 297 463 1 113 945 1 256 825 183 518 △ 142 880 

診療所          

 在院患者数          

  療養病床  3 110  3 161  3 159 △     51  2 

注）数値は四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合もある。 
 

 
  

月末病床利用率（％） 対前月増減 

令和 3 年６月 令和 3 年５月 令和 3 年４月 令和 3 年６月 令和 3 年５月 

病院       

 総数 74.8  74.4  74.2  0.4  0.2 

精神病床  83.6  83.1  83.3  0.5 △  0.2 

感染症病床  237.8  519.7  475.6 △ 281.9  44.1 

結核病床  27.5  28.4  28.9 △  0.9 △  0.5 

療養病床  84.8  84.4  85.4  0.4 △  1.0 

一般病床  68.1  67.3  66.5  0.8  0.8 

診療所           

療養病床  49.5  49.8  50.1 △  0.3 △  0.3 

注１） 月末病床利用率 ＝ 
月末在院患者数 

×100 

月末病床数 

注２）月末在院患者数は、許可（指定）病床数にかかわらず、現に当月の末日 24 時現在に在院している患者数 

をいう。このため、感染症病床の月末在院患者数には、緊急的な対応として一般病床等に在院する者を含む 

ことから 100％を上回ることがある。   

 
２．月末病床利用率（各月末） 

 

 
１．１日平均患者数（各月間） 

 

病院報告 
（令和３年６月分概数） 

経営 TOPICS 

統計調査資料 

抜 粋 
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平均在院日数（日） 対前月増減（日） 

令和 3 年６月 令和 3 年５月 令和 3 年４月 令和 3 年６月 令和 3 年５月 

病院       

 総数  27.0  29.4  27.1 △  2.4  2.3 

  精神病床  265.4  298.0  263.5 △ 32.6  34.5 

感染症病床  11.4  11.4  10.2  0.0  1.2 

  結核病床  52.8  48.2  48.9  4.6 △  0.7 

  療養病床  131.7  144.8  127.7 △ 13.1  17.1 

  一般病床  15.7  17.1  15.9 △  1.4  1.2 

診療所           

 療養病床  106.6  122.9  111.3 △ 16.3  11.6 

注） 平均在院日数 ＝  在 院 患 者 延 数  
１／２（新入院患者数＋退院患者数） 

  

 

ただし、 

療養病床の 

平均在院日数 

 

＝  
在 院 患 者 延 数 

 

１／２ 新入院 

患者数 
＋ 

同一医療機関

内の他の病床

から移された

患者数 

＋ 
退 院 

患者数 
＋ 

同一医療機関内 

の他の病床へ 

移された患者数 

 
 

◆病院：１日平均在院患者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
注１）数値は全て概数値である。 

注２）令和２年６月分、７月分については、令和２年７月豪雨の影響により、熊本県の病院１施設は報告のあった 

患者数のみ計上した。（以下同）   

 
３．平均在院日数（各月間） 
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◆病院：１日の平均外来患者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆病院：月末病床利用率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
◆病院：平均在院日数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

病院報告（令和 3 年６月分概数）の全文は、 

当事務所のホームページの「医業経営 TOPICS」よりご確認ください。  
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安心安全な歯科医療の提供を目指して 

医療事故の実態と 
発生予防策 

         １．医療事故及び医療過誤の実態       

         ２．医療事故発生時の対応と予防策       

         ３．歯科医院における医療安全管理指針          

         ４．医療事故事例の分析と改善策 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

■参考資料 

【厚生労働省】：医療安全対策、院内感染防止対策について、医療安全防止策 指針とマニュアル、医療

事故報告システム 【公益財団法人 日本医療機能評価機構】：歯科医療事故事例 
 

８ 



 

９ 

 

   
 
 
 

歯科医院経営において医療安全を確保することは、質の高い医療サービスを提供する上での

最重要課題です。医療現場に安全性が十分確保されなければ、患者の医療に対する不安を払拭

できません。 

歯科診療は個々の患者に対して行う不確定要素の多い行為です。医療事故の多くは、ある意

味、避けることのできない不可抗力的な偶発事故ともいえます。事前に起こるかもしれない可

能性のある事象を患者に充分説明し、同意を得て行えばトラブルになることは少なくなります。 

医療事故を拭い隠すことなく情報を公開し、充分説明した上で、それでも不可抗力で起こっ

てしまったものに対しては誠心誠意対処して、次から医療事故予防の最善の策をとらなければ

いけません。重要なことは、医療事故の実情を把握し、医療事故を起こさないための予防策と

医療事故を起こした場合の対応策を構築することです。 

 

 

厚生労働省は、平成 16 年に医療法施行規則で医療事故情報報告システムを構築し、平成

27 年に医療事故調査制度を施行させました。医療事故報告をまとめ、内容について分析し、

その対策を構築するために行っており、報告件数は年々増加しています。医療機関は医療事故

を起こした際、医療御事故調査・支援センターに報告しなければならない、と法律で決められ

ています。歯科医療事故報告では、過去２年間いずれも 100 件近くの事故が報告されています。 
 

■歯科医療事故報告件数 

 2019 年 2020 年 

歯科 21 件 34 件 

矯正歯科 2 件 5 件 

小児歯科 2 件 2 件 

歯科口腔外科 70 件 57 件 

合計 95 件 98 件 
 

■２０２０年 歯科医療事故報告の詳細 

 
薬剤 輸血 

治療 

処置 

医療機

器等 

ドレーン･

チューブ 
検査 

療養上

の世話 
その他 

歯科 1 0 17 1 1 2 8 4 

矯正歯科 0 0 5 0 0 0 0 0 

小児歯科 0 0 2 0 0 0 0 0 

歯科口腔外科 6 1 34 1 2 1 9 3 

合計 7 1 58 2 3 3 17 7 

（参考）厚労省ホームページ 公益財団法人 日本医療機能評価機構 調査 
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１０ 

 

 

 

 
 

医療事故や医療過誤、クレームが発生した場合、患者に対する適切な対応が重要です。  

医療事故の内容によっては、医師賠償責任の対象とならずに、当事者間での解決になってし

まうことがあります。また、和解が難航する場合には、歯科医師会、弁護士等に相談し、対応

していくことになります。医療事故が発生した場合の対応と発生予防・再発防止を促進するた

めには、今以上にインフォームドコンセントの徹底と患者への治療面･精神面での配慮、治療技

術の研鑚等がポイントです。 
 

 
 

（１）医療事故による患者クレーム発生時の対応 

医療事故が発生し、患者やその家族からクレームを告げられたり、紛争となった場合、その

原因によって様々な対応策が考えられます。 

医療側での不注意やミスによる事故なのか、起こりうる可能性があった治療だったのか、接

遇や説明不足によるものだったのか等々、原因によって対応策が変わってきます。 

ただ、誠意をもって対応に当たること、一人では対応しないこと、他の患者がいる場合には

別室で対応する、示談や和解に持っていくために原因にかかわらずお金で解決しようとはしな

いこと等がポイントです。 
 

■患者クレーム発生時の対応 

●クレームは医療機関の責任者が対応：クレームを告げられたスタッフではなく、院長や責任者へ取

り次ぎ、対応する(副院長、事務長がいる場合は、院長以外の責任者が対応する) 

●クレームを受ける場所：他の患者がいる受付や待合室、診察室ではなく、院長室や応接室など個室

で応対し、患者自身が冷静になる時間と空間を与える 

●複数で対応する：数的有利な状況を作り、訴えを確実に聞き取る 

●経緯を記録（メモ・録音など）する：場所や時間及び訴えについて記録する 

●院長やスタッフの自宅電話や携帯電話の番号は教えない：防犯上、クリニックの電話番号以外は教

えない 

●交渉は対等な立場で行う：明確に医院側のミスでない限り、お互いの立場は対等な関係であること

を認識する。但し、患者は専門の知識がないため、弱い立場と認識し、気配り、心配りは忘れない 

●冷静に対応する：怒りによって感情が高ぶっている場合が多く、心を鎮めるような言葉を選ぶ 

 

（２）医事紛争が起こった場合の対応 

医事紛争となった場合にも、原因と紛争内容によって対応が分かれます。訴えられたり、実

際に裁判となった場合、前述のようにクレームとなった場合等、様々です。 
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医療事故発生による紛争が起こった場合の対応策       

 



 

１１ 

 

 

 

医療法改正によって、歯科医院では医療安全や院内感染防止に対する指針とマニュアルを作

成し、毎年スタッフへの研修が義務付けられています。 

しかし、実際に指針とマニュアルに沿って歯科診療や研修を実施している歯科医院はどれく

らいあるでしょうか。医療事故を予防するためには、医療安全、院内感染防止への取組みとス

タッフへの周知が重要です。 
 
 

 

（１）自己管理 

医療事故防止は、歯科医師とスタッフの自己管理から始まります。 
 

■自己管理について 

●健康状態に留意し、決して無理はしない。 

●人の体を扱う仕事ということを常に自覚し日常生活においても節度を守る。 

●定期的な健康診断を受け、自己管理を怠らない。 

●スタッフが不調の時は、他のスタッフ、院長に報告しフォローアップする。 

●院長はスタッフの体調に応じ、休息を取らすなどの措置を図る。 

●ユニフォーム、髪、爪、眼鏡、等、身だしなみの点検を始業前に行う。 

●快適な気持ちで患者を受け入れられるよう、心の準備をする。 

 

（２）診療業務 

診療業務では、準備や指示への対応、器具機材、診療等、注意点が多々あります。 
 

■診療業務について 

●始業前に治療ユニットとハンドピース類の各機能の作動確認を行う。 

●治療行為においては、必ず歯科医師の指示に従い、指示は明瞭に伝える。 

●指示を受ける場合は必ず復唱し、確認を行う。 

●指示や報告の内容によっては、メモで連絡し、確認する。 

●器具、機材、薬品などの収納場所を常に把握し、使用後は必ず元に戻す。 

●器具、機材、薬品などの準備や、配置を術前に確認する。 

●器具、機材、薬品などの取り扱いを熟知する。新規の物、使用頻度の希なものについては、常に練

習をしておく。 

●処置中における術者、介助者は相互に位置関係を把握する。 

●切削器具等の使用時は、必ずゴーグルを着用する。 

●口腔外バキュームの使用により、ミストや削片の飛散を予防する。 

●治療中の患者にはエプロン、タオル等を使用し、削片や注水などの飛沫を予防する。 
   

医業経営情報レポート 

歯科医院における医療安全管理指針 
 

3 
 
 医療事故防止マニュアルの各項目   

 
 

 



 

１２ 

レポート全文は、当事務所のホームページの「医業経営情報レポート」よりご覧ください。 

 

 

 

公益財団法人 日本医療機能評価機構の報告書から誤飲・誤嚥した事例と部位の取り違えに

関連した事例から分析を行い、改善策が報告されています。 

 
 

 

公益財団法人 日本医療機能評価機構では、歯科治療中に発生した事例のうち、異物を誤

飲・誤嚥した事例について分析しています。 
 

【事例分析 1】 

【内容】 

歯科医師は、左下 8 のメタルコアの試適の際に口腔内にコアを落とした。胸部エックス線撮影で、

右気管支に不透過像を認め、他院救命救急センターに搬送した。 

ＣТ撮影後、全身麻酔下で気管支内異物除去術が行われた。 

【背景・要因】 

修復物の試適・装着時には、ガーゼスクリーンやラバーダムで誤飲・誤嚥を予防するが、できてい

なかった。 

【改善策】 

・口腔内での装着操作では、落下事故が起こる可能性があることを意識する。 

・落下事故は、水平位診療が最も多いことを認識する。 

・ガーゼスクリーンやラバーダム使用による予防を徹底する。 

・落下しやすい小器具には、チェーンや糸など落下防止器具を装着して用いる。 

・洗浄針などの緩みを処置前に確認する。 

・落下事故発生時には必ずエックス線撮影を行い、内科医師の診断を受け、最終排出まで確認して診

療録に記録する。 

 

【事例分析２】 

【内容】 

歯科医師は、印象用のコーピングを外す際に誤って口腔内に落としてしまい、患者が誤飲してしま

った。 

【背景・要因】 

しっかり把持しておくべきだったが、落としてしまった。ラバーダム等を装着せず、コーピングに

糸を通していなかった。 

【改善策】 

・ラバーダム等の使用や、コーピングに糸を通しておくことを推奨する。 

・誤嚥時の対応フローチャートを作成する。 
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誤飲・誤嚥した事例分析    

 
 

 



 

１３ 

当院でも人事考課制度を導入し、昇給や賞与、 

あるいは昇進に活用したいのですが、具体的には 

どのような効果が期待できるでしょうか。 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

考課基準と考課ルールを明確にし、公正な人事考課を行うことは、組織内

における職員の活性化を図ることにつながります。 

 

人事考課は、職員一人ひとりについて、それぞれ役割、職務、責任を果た

しているかどうかを、自院の期待する水準に照らし合わせて評価する制度で

す。 

 

 例えば、「やってもやらなくても、処遇は変わらない」仕組みであれば、職員のモチベーシ

ョンは上がらないうえに、自身の能力開発や、自院のサービス向上に取り組む意欲が持てない、

という状況に陥りがちです。 

 このような状況を排除し、組織を活性化させるとともに持続的成長を図るためには、人事考

課制度の導入が効果的です。 

 

■人事考課制度の具体的内容 

● 職員一人ひとりについて、自院が求める期待像（役割、任務、責任）を明確にする 

● 職員がその期待像に沿っているかどうかを定期的に評価する 

● 評価の結果を、面接等を通じて職員にフィードバックし、昇給、賞与、昇進等の処遇の 

  決定、および能力開発に活用する 

 

■その主な効果 

● 職員の能力と実績に応じた公正な人事管理ができる 

● 能力と実績に応じた処遇を行うことにより、職員と職場の活性化が図られる 

● 適正配置が達成でき、モチベーションの向上と業務の効率化の推進に資する 

● 職員の能力開発が進められる 
  

人事考課に期待される効果 
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１４ 

新入職員の教育のため、ＯＪＴを活用しようと 

考えています。早期戦略化を図るため、 

どのような進め方が考えられますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入職員の早期戦力化を図るうえでは、人事考課制度と併せて、能力開発

制度を十分に機能させることが重要です。 

ＯＪＴとは「On the Job Training」の略で、新入職員に対し仕事を通じ

て知識や技術などを教育していく指導方法です。 

新入職員と年齢が近く、面倒見のよい者をＯＪＴの担当者に任命し、計画

的に実施していくことがポイントです。 
 

■ＯＪＴを進める手順  
 

（１） ＯＪＴ担当者 

最初に、誰が誰を指導するのかを明確にします。ＯＪＴ担当者を決めないで、手が空いてい

る職員が担当するという方法では、ＯＪＴは進展しません。 

年齢の近い先輩職員を指導担当者にすると、話も合い、新入職員からも質問や相談をしやす

いというメリットがあります。 
 

（２） 指導項目 

自院の方針として、ＯＪＴ担当者に指導項目と計画を明確に指示します。現場に即したマ

ナーや接遇の基本ルール、機器等の準備手順、報告書の記入方法等、具体的かつ計画的に示し

ます。 
 

（３） 期限 

期限を定めなければ効率も悪く、緊張感を失いがちになるため、進展が遅れてしまいます。

新入職員に対しては、仕事を習得し成果を出す期限を示し、集中して取り組ませることが重要

です。 
 

（４） 職能要件書の活用 

職能要件書を作り、職員の能力段階に応じた計画を立てます。これから習得しなければなら

ない課業を部下の等級と比較しながら、やや高いレベルの内容に設定するのが、能力開発のポ

イントになります。 
 

ＯＪＴの進め方 
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